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（証券コード　8917）

平成21年１月９日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市東難波町五丁目６番９号

フ ァ ー ス ト 住 建 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 中 島 雄 司

第10回定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。
　さて、当社第10回定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、お手数ながら同封

の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成21年１月26日（月

曜日）午後５時30分までに到着するよう折返しご送付くださいますようお願い申

しあげます。

敬　具

記

１．日　　　時 平成21年１月27日（火曜日）午前10時
２．場　　　所 兵庫県尼崎市昭和通二丁目６番68号
 尼崎市中小企業センター　４階　第401会議室
 （末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項

報 告 事 項 第10期（平成19年11月１日から平成20年10月31日まで）事業
報告の内容および計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役４名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件

以　上



◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

◎事業報告、計算書類および株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、

インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.f-juken.co.jp）

に掲載させていただきます。

－ 1 －



2008/12/18 19:34:47 ／ 08520727_ファースト住建株式会社_招集

添付書類

事　業　報　告

（平成19年11月１日から
平成20年10月31日まで）

１．会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

当事業年度におけるわが国経済は、近年の世界的な需要拡大を背景とし

た原油価格や素材価格の高騰の結果、企業収益を圧迫する状況が生じ始め

た一方、米国におけるサブプライム住宅ローン問題に端を発する金融危機

が世界的に広がり、企業の経済活動に深刻な悪影響を及ぼしております。

これにともない、国内外の景気動向は大きく減速し始め、企業収益が減少

するとともに設備投資は弱含んで推移しております。個人消費におきまし

ても雇用情勢が悪化する傾向の中、景気の状況がさらに厳しいものとなる

ことが予想されます。

不動産業界におきましては、これまで地価上昇の大きな要因となってい

た不動産投資ファンドなどの資金が、サブプライム住宅ローン問題が顕在

化して以降大幅に縮小したことや、国内需要が冷え込んだため、昨年末頃

から地価が低下する傾向が現れてまいりました。また、住宅の販売価格面

におきましても、消費者マインドの冷え込みが厳しくなったことから、成

約価格が低下する状況が続いております。このことは、住宅の分譲用地取

得に際しても仕入価格が低減する要因となりますが、不動産相場が下落す

る以前に仕入れた分譲用地の在庫については、仕入を行ったときの不動産

相場に比べて販売時の不動産相場が低下していることから、利益率が低下

する要因となっております。一方で、景気の先行きに対する不安感からの

住宅需要の低迷に加え、マンションを含めた未成約住宅在庫が増加してい

るため、販売市場における販売価格の低下は、分譲用地の仕入価格の低下

による効果を上回る水準で進展しており、適正な価格での分譲用地仕入は

依然として難しい状況が続いております。

このような環境の中で、当社は、健全な財政状態の確保を最重要課題と

して認識し、過剰な在庫を抑制し、在庫水準を適正化することで、財務健

全性を高めることに努めてまいりました。そのために、まず、販売環境の
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変化や事業拡大の結果として増加傾向にあった完成在庫の販売を促進いた

しました。その結果、当社の主力事業である戸建分譲事業におきましては、

不動産市場の厳しさから販売棟数の減少ならびに販売価格の低下により売

上高が減少することとなりましたが、完成在庫である販売用不動産は前事

業年度末に比べて19億52百万円（前事業年度末比 20.0％減）減少いたして

おります。また、事業サイクルの短い戸建分譲事業の特性を生かし、在庫

の回転率を向上させるため、分譲用地の仕入からすみやかに着工できる小

規模案件や宅地造成が不要な案件の仕入に注力しております。これにより、

不動産相場の下落局面において、価格変動のリスクを軽減するとともに、

資金回転率を高め、健全な財政状態の確保を推進しております。一方、需

要が低迷する中でも収益性の回復を目指すために、建物の建築費用の低減

を目指して、間取りおよび仕様についての見直しや、分譲用地仕入時にお

ける市場調査の厳格化に取り組んでおります。しかしながら、不動産相場

や建築資材価格が上昇する局面で仕入れ、建築した在庫を、市場環境が変

化した当事業年度に販売したことによる収益性低下の影響は大きく、また、

経済環境の厳しさから、景気動向の先行きについても予断を許さない環境

が予想されるため、収益性を回復するにはいたりませんでした。

以上の結果、当事業年度における業績は、売上高は350億94百万円（前事

業年度比 24.5％減）、経常利益７億21百万円（同 78.9％減）、当期純利

益54百万円（同 97.3％減）となりました。

②　設備投資の状況

当事業年度におきましては、総額で２億16百万円の設備投資を行ってお

ります。その主なものは、本社事務所拡張にともなう土地の取得１億17百

万円および建物の取得14百万円、基幹システムの新規プログラムの開発17

百万円であります。

③　資金調達の状況

該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。
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⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

該当事項はありません。

(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

第７期
 

(平成17年10月期)

第８期
 

(平成18年10月期)

第９期
 

(平成19年10月期)

第10期
(当事業年度)

(平成20年10月期)

売 上 高 (千円) 34,991,212 43,258,915 46,497,357 35,094,002

経 常 利 益 (千円) 3,960,527 4,406,522 3,419,629 721,880

当 期 純 利 益 (千円) 2,349,977 2,607,078 2,022,720 54,663

１株当たり当期純利益 138円05銭 154円27銭 119円69銭 ３円23銭

総 資 産 (千円) 21,681,732 30,293,278 28,790,662 24,193,935

純 資 産 (千円) 9,751,816 11,919,401 13,604,047 13,286,919

１株当たり純資産額 576円03銭 705円30銭 804円99銭 786円23銭

(注)１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出し、１株当たり純

資産額は期末発行済株式総数に基づき算出しております。なお、期中平均発行済株

式総数と期末発行済株式総数は、自己株式数を控除しております。

２．第８期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。

(3) 重要な親会社および子会社の状況

該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題

当社は設立より急速な発展を遂げてまいりましたが、今後も経営理念に基

づいた事業の拡大を継続していくためには、会社の成長に応じた人材の採用

ならびに育成が必要であると考えております。

特に当社の企画営業職は、販売をアウトソーシングする一方、緻密なマー

ケット調査、プロジェクトの立案、土地の仕入からプランニング、官公庁に

おける許認可の取得、契約と業務が多岐にわたるため、その育成は非常に重

要であります。また、工事部門では、施工は協力業者に分離発注する一方、

工程、品質、コスト、安全の４つを徹底して管理することに人的資源を集中

しておりますが、お客様にご満足していただける商品をつくり、事業を拡大

していくためには、これを適切に管理する人材を確保し、育成していくこと

が必要であります。

これに対し、人材の採用につきましては、長期的かつ安定的な人材確保を

目的として、平成16年４月から新卒者の定期採用を開始しており、当事業年

度におきましては８名が入社いたしました。さらに、中途採用も継続して実

施し、即戦力となる人材の確保に努めております。育成面においては、オン・

ザ・ジョブ・トレーニングによる実務研修のほか、社内外の講師を招いた研

修会を定期的に開催し、法令等をはじめとする、業務に必要となる知識や技

能の教育を実施しており、また資格支援制度によって各種業務資格の取得を

促進しております。

今後も継続して新店舗を出店し、事業エリアを拡大していくためには、そ

の責任者の確保が特に重要であるため、人材の採用ならびに育成を当社の最

重要課題として対処してまいります。

また、平成19年７月27日ならびに平成20年１月29日に公表しておりますと

おり、当社がこれまでに販売した２階建て戸建分譲住宅の一部に設計上の誤

りから建物の壁量が建築基準法の定める基準を満たしていない物件があるこ

とが判明した問題に関して、当社では売主としての瑕疵担保責任を全うすべ

く当該物件に対して補修工事を実施してまいりました。その結果、当事業年

度において補修工事の実施費用および今後予想される当該費用を見積もりが

可能な範囲で計上しております。

当社は再発を防止するために、販売した２階建て戸建分譲住宅の安全性を

確保する体制を強化し、設計業務を委託している設計事務所による壁量計算

を自社でも再チェックするとともに、今後当社が施工・販売する２階建て戸

建住宅の壁量を、建築基準法の基準に対して1.3倍とする社内基準を設け、一

層の品質向上を目指してまいります。
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(5) 主要な事業内容（平成20年10月31日現在）

建築工事設計施工

不動産の売買

(6) 主要な営業所等（平成20年10月31日現在）

本　社 兵庫県尼崎市東難波町五丁目６番９号

支　店

加古川支店（兵庫県加古川市） 御 影 支 店（神戸市東灘区）

江 坂 支 店（大 阪 府 吹 田 市） 西 宮 支 店（兵庫県西宮市）

福 島 支 店（大 阪 市 福 島 区） 明 石 支 店（兵庫県明石市）

神 戸 支 店（神 戸 市 中 央 区） 高 槻 支 店（大阪府高槻市）

守 口 支 店（大 阪 府 守 口 市） 堺 支 店（堺 市 堺 区）

京都西支店（京 都 府 向 日 市） 京都東支店（京都市山科区）

枚 方 支 店（大 阪 府 枚 方 市） 姫 路 支 店（兵庫県姫路市）

奈 良 支 店（奈 良 県 奈 良 市）     

(7) 使用人の状況（平成20年10月31日現在）

使用人数（前事業年度末比増減） 平均年齢（前事業年度） 平均勤続年数（前事業年度）

220名（△８名） 33.3才（32.1才） ３年０ヶ月（２年０ヶ月）

(8) 主要な借入先の状況（平成20年10月31日現在）

（単位：千円）

借入先 借入金残高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,228,000

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,069,000

株 式 会 社 四 国 銀 行 1,767,100

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 535,000

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

当社が販売した２階建て戸建分譲住宅の設計における強度不足の発生につ

いて、会計に関する重要な偶発債務に関する注記として記載しております。
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２．会社の状況

(1) 株式の状況（平成20年10月31日現在）

①　発行可能株式総数 　　　　　　　　　　 67,600,000株

②　発行済株式の総数 　　　　　　　　　　 16,900,000株

③　株主数　　　　　　　　　　　　　　　 　　　2,778名

④　大株主

株　　主　　名
当　社　へ　の　出　資　状　況

 持　株　数      出　資　比　率

中 島 雄 司 5,119,000株 30.3％

ビービーエイチオッペンハイ

マークエストインターナショ

ナルバリューファンドインク

2,191,000  13.0  

伏見管理サービス株式会社 1,800,000 10.7

ノーザントラストカンパニー

エイブイエフシーサブアカウ

ントアメリカンクライアント

957,700 5.7

ゴールドマンサックスイン

タ ー ナ シ ョ ナ ル
825,800 4.9

ジェーピーエムシービーオム

ニバスユーエスペンショント

リーティージャスデック

380052

465,400 2.8

ビービーエイチオッペンハイ

マーインターナショナルバ

リ ュ ー フ ァ ン ド

415,800 2.5

五 十 嵐 　 幸 　 造 312,000 1.8

ビービーエイチフォーフィデ

リティーロープライスストッ

ク フ ァ ン ド

305,000 1.8

牛 島 慎 吾 300,000 1.8

(注) 出資比率は自己株式(363株)を控除して計算しております。
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(2) 新株予約権等の状況

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況

該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

該当事項はありません。

③　その他新株予約権等に関する重要事項　

当社が旧商法の規定に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであ

ります。

　平成16年１月29日開催の第５回定時株主総会決議による新株予約権

・新株予約権の数　　　　　　　720個（新株予約権１個につき100株）

・新株予約権の目的である株式の数

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,000株

・新株予約権の発行価額　　　　無償

・新株予約権の行使価額　　　　１個当たり221,500円

（１株当たり2,215円）

・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合の資本組入額

１株当たり1,108円

(注) 平成16年６月21日付で１：２の株式分割を行っており、同日付で新株予

約権行使時の払込金額は調整されております。

・新株予約権の行使期間　　　  平成18年１月30日から

 　　　　　　　　　　　　　　　　　   平成23年１月29日まで

・新株予約権の行使の条件

ⅰ　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社また

は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあるこ

とを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正

当な理由のある場合において、当社取締役会が新株予約権の継続

保有を相当と認める場合はこの限りではない。

ⅱ　新株予約権の質入その他の処分は認めない。

ⅲ　当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」の

内容に抵触していないこと。

－ 8 －



2008/12/18 19:34:47 ／ 08520727_ファースト住建株式会社_招集

・新株予約権の保有の状況

新株予約権の数(個) 目的である株式の数(株) 保有者数(人)

取締役 400 40,000 2

監査役 30 3,000 1

当社使用人 290 29,000 18

(3) 会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（平成20年10月31日現在）

会社における地位 氏　名 担当および他の法人等の代表状況

代表取締役社長 中 島 雄 司

専 務 取 締 役 森 脇 利 典 工 事 部 長

取 締 役 牛 島 慎 吾 企 画 営 業 部 長

取 締 役 松 下 弘 和

取 締 役 伊 木 雅 則 管 理 部 長

常 勤 監 査 役 藤 本 智 章

監 査 役 田 村 一 美

田 村 一 美 会 計 事 務 所 所 長

神 明 監 査 法 人 代 表 社 員

公 認 会 計 士

監 査 役 水 永 誠 二 弁 護 士

(注)１．監査役 田村一美氏および監査役 水永誠二氏は、社外監査役であります。

２．監査役 藤本智章氏および監査役 田村一美氏は、以下のとおり、財務および

会計に関する相当程度の知見を有しております。

　・常勤監査役 藤本智章氏は、税理士事務所に平成９年３月から平成13年７月ま

で在籍し、通算４年５ヶ月にわたり決算手続ならびに財務諸表の作成等に従

事しておりました。

　・監査役 田村一美氏は、公認会計士の資格を有しております。

②　取締役および監査役に支払った報酬等の総額

区　分 支 給 人 員 支　給　額

取　締　役 ４名 56,610千円

監　査　役

（うち社外監査役）

３名

（２名）

12,400千円

（3,600千円）

合　計

（うち社外役員）

７名

（２名）

69,010千円

（3,600千円）

(注)１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ

ん。

－ 9 －



2008/12/18 19:34:47 ／ 08520727_ファースト住建株式会社_招集

２．取締役の報酬限度額は、平成19年１月26日開催の第８回定時株主総会におい

て年額150,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただ

いております。

３．監査役の報酬限度額は、平成19年１月26日開催の第８回定時株主総会におい

て年額25,000千円以内と決議いただいております。

４．支給額には、当事業年度に係る役員賞与の支払に対する引当金繰入額3,600千

円（取締役４名に対し3,200千円、監査役１名に対し400千円）が含まれてお

ります。

③　社外役員に関する事項

イ．他の会社との兼任状況（他の会社の業務執行者である場合）および当

社と当該他の会社との関係

　・監査役の田村一美氏は、田村一美会計事務所の所長および神明監査法

人の代表社員を兼務しております。なお、当社は両社との間には特別

の関係はありません。

ロ．他の会社の社外役員の兼任状況

　・監査役 水永誠二氏は、株式会社アーネストワンの社外監査役でありま

す。

ハ．当事業年度における主な活動状況

活 動 状 況

監査役 田 村 一 美

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席

し、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。公認

会計士としての専門的見地から、取締役会において、取

締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発

言を行っております。また、監査役会において、当社の

経理システムならびに内部監査について適宜、必要な発

言を行っております。

監査役 水 永 誠 二

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席

し、監査役会14回のうち14回に出席いたしました。弁護

士としての専門的見地から、取締役会において、取締役

会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を

行っております。また、監査役会において、当社のコン

プライアンス体制ならびに内部監査について適宜、必要

な発言を行っております。

ニ．責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称 　　　　　　　新日本有限責任監査法人

(注)新日本監査法人は、平成20年７月１日付で有限責任監査法人に移行したことに

より、新日本有限責任監査法人となっております。

②　報酬等の額

支払額

当事業年度に係る報酬等の額 21,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭そ

の他の財産上の利益の合計額
21,640千円

(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載し

ております。

③　非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の

業務（非監査業務）である「財務報告に係る内部統制」に関するアドバイ

ザリー業務を委託しております。

④　会計監査人の解任または不再任の決定方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、下記に掲

げる監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総

会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、取締役会に、会計監査人の解任または不再任を株

主総会の会議の目的とすることを請求します。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目

に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、

会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、

解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨

と解任の理由を報告いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制

Ⅰ　職務執行の基本方針

当社は、次の企業理念を掲げ、全ての役員および使用人（当社の業務に

従事する全ての者を含みます。）が、職務を執行するにあたっての基本方

針とする。

【企業理念】

１．住宅作りにおいて、社会へ貢献する。

２．より良いものを、より安く、より早く、より安全に提供することで

社会へ貢献する。

３．人を育て、健全経営を行い、社会へ貢献する。

当社は、この企業理念の下、適正な業務執行のための体制を整備し、運

用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制シス

テムを構築する。

また、今後も内外環境の変化に応じ、一層適切な内部統制システムを整

備すべく努めなければならない。

Ⅱ　内部統制システムに関する体制

①　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため

の体制

ⅰ　取締役会は、取締役会の運営に係る規程を整備し、当該規程に則り

会社の業務を決定する。

ⅱ　取締役会は、法令等を遵守する体制を確保するために、全ての役員

および使用人の行動を規律する倫理規程を制定するとともに、その他

の社内諸規程を整備し、取締役による職務の執行を統制・監視する。

ⅲ　取締役は、取締役会から授権された範囲における業務執行を、法令

等を遵守して行う権限と責任を有する。

ⅳ　取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の

業務執行状況を取締役会規程に則り取締役会に報告するとともに、他

の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。

ⅴ　取締役会および取締役の業務執行状況は、監査役の監査を受ける。

ⅵ　代表取締役社長は、業務執行部門から独立した内部監査室を設置す

る。取締役の業務執行状況は、内部監査室の監査を受ける。

ⅶ　取締役の職務執行につき、法令等に違反する行為等を発見した者は、

速やかに職制を通じて担当取締役に報告しなければならない。また、

職制を通じると正常な情報の伝達ができない場合、当該報告を取締役

会に直接行う手段を確保するために、企業倫理規程にエマージェン

シー・ライン制度を定める。

－ 12 －



2008/12/18 19:34:47 ／ 08520727_ファースト住建株式会社_招集

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

ⅰ　取締役の職務の執行に係る情報については、管理基準および管理体

制を整備し、法令および社内規程に基づき作成・保存し、必要に応じ

て取締役、監査役、会計監査人等が閲覧し、謄写可能な状態にて管理

する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ　役員および使用人は、その担当する職務におけるリスクを把握、分

析、評価し、適切な対策を実施するとともに、かかるリスクマネジメ

ント状況を監督し、定期的に見直さなければならない。

ⅱ　役員および使用人は、当社の経営に重大な影響を与えるリスクを発

見した場合には、担当取締役に職制を通じて適切に報告を行わなけれ

ばならない。なお、職制を通じると正常な情報の伝達ができない場合

には、エマージェンシー・ライン制度により、取締役会に直接伝達を

行うものとする。

ⅲ　リスク管理体制の基礎として、危機管理規程を今後定め、損害の発

生を抑止するとともに、発生した損害の拡大を防止しこれを最小限に

止める体制を整えることとします。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ　取締役の職務分担を明確にし、取締役の職務の執行が効率的に行わ

れることを確保するため、取締役会は組織規程、職務分掌規程、職務

権限規程において、それぞれの責任者および責任、執行手続の詳細に

ついて定める。

ⅱ　経営上の重要な事項については、各部門の次長職以上で構成される

経営会議において慎重に協議を行うとともに、会社全体の意思統一を

図る。

⑤　使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため

の体制

ⅰ　全ての役員および使用人がとるべき行動の基準、規範を示した企業

倫理規程に基づき、職制を通じて業務執行の徹底と監督を行うととも

に、研修等を通じてコンプライアンス教育・啓発を行い、企業倫理規

程の実践的運用と徹底を行う体制を構築する。

ⅱ　使用人は、職務の執行に際し適法性について疑念が生じた場合には、

顧問弁護士、公認会計士等に相談し助言を受ける等、適切に対応しな

ければならない。

ⅲ　使用人の職務の執行が法令等に違反する行為等を発見した者は、速

やかに職制を通じて担当取締役に報告しなければならない。なお、職

制を通じると正常な情報の伝達ができない場合には、エマージェン

シー・ライン制度により、取締役会に直接伝達を行うものとする。
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ⅳ　使用人の職務執行に問題があった場合には、就業規則等に則り適正

に処分する。

ⅴ　使用人の職務執行状況は、内部監査室による監査を受ける。内部監

査室はその結果を被監査部門にフィードバックするとともに、経営層

および監査役に適宜報告する。

⑥　当該株式会社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団にお

ける業務の適正を確保するための体制

ⅰ　当社には現在、親会社および子会社に該当する会社はないが、親会

社または子会社に該当する会社が現れた際に決議を行う。

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項

ⅰ　現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置していないが、監査

役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、必要

に応じて、同使用人を置くこととする。

⑧　前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

ⅰ　監査役の職務を補助すべき使用人の任命、解任、評価、人事異動、

賃金等の改定については、監査役会の同意を得た上で決定することと

し、取締役からの独立性を確保するものとする。

⑨　取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役

への報告に関する体制

ⅰ　取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実がある

ことを発見したときは、法令に従い、直ちに当該事実を監査役会に報

告しなければならない。

ⅱ　監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行に関する報告を受

ける。また、監査役は、重要と認める会議体等に出席することができ

る。

ⅲ　監査役はいつでも必要に応じて、稟議書その他業務執行に関する重

要な文書を閲覧し、取締役および使用人に対してその説明を求めるこ

とができる。

ⅳ　内部監査室は、監査役がその業務の遂行上必要とする場合には、内

部監査に基づく監査資料を遅滞なく提出すべき旨、内部監査規程に定

める。

⑩　監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ　監査役会は、代表取締役社長と必要に応じて会合を持ち、監査上の

重要課題等について意見交換を行う。

ⅱ　監査役は、内部監査室と緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施に

努める。
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ⅲ　監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとと

もに、情報の交換を行い、連携を図っていく。

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、常に企業価値を高めることにより、株主に対し長期的に貢献でき

る企業を目指しております。従って、株主配当につきましては、将来の事業

展開に備えるための内部資金の確保、ならびに企業業績等も勘案したうえで、

安定した利益還元を念頭に置きながら、配当性向10％を目標としてまいりた

いと考えております。

上記の考えの下、当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき６

円とさせていただきました。この結果、すでに、平成20年７月22日に実施済

みの中間配当金１株につき10円と合わせまして、年間配当金は１株につき16

円となり、配当性向は、494.6％となります。



（注）　この事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示して

おります。
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貸　借　対　照　表

（平成20年10月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕掛販売用不動産

未成工事支出金

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

（ 有 形 固 定 資 産 ）

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

減価償却累計額

土 地

（ 無 形 固 定 資 産 ）

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

（投資その他の資産）

出 資 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

23,233,806

8,203,533

794

7,796,622

5,859,040

1,025,636

4,435

117,420

25,163

194,786

6,372

960,128

865,178

153,568

6,038

97,231

96,632

△191,035

702,742

41,457

41,045

411

53,492

541

6,725

17,551

28,674

流 動 負 債 10,516,205

支 払 手 形 314,480

支 払 信 託 1,490,640

工 事 未 払 金 1,774,197

短 期 借 入 金 6,151,000

１年内に返済予定
の 長 期 借 入 金

100,400

未 払 金 36,528

未 払 費 用 13,411

未 払 法 人 税 等 17,425

未 払 消 費 税 等 22,116

前 受 金 94,709

預 り 金 133,796

賞 与 引 当 金 71,943

役員賞与引当金 3,600

完成工事補償引当金 287,046

そ の 他 4,909

固 定 負 債 390,810

長 期 借 入 金 347,700

退職給付引当金 43,110

負 債 合 計 10,907,015

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 13,286,919

資 本 金 1,584,000

資 本 剰 余 金 1,338,350

資 本 準 備 金 1,338,350

利 益 剰 余 金 10,365,244

利 益 準 備 金 5,400

その他利益剰余金 10,359,844

繰越利益剰余金 10,359,844

自 己 株 式 △674

純 資 産 合 計 13,286,919

資 産 合 計 24,193,935 負 債 ・ 純 資 産 合 計 24,193,935
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損　益　計　算　書

（平成19年11月１日から
平成20年10月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高  35,094,002

売 上 原 価  32,044,244

売 上 総 利 益  3,049,758

販売費及び一般管理費  2,230,874

営 業 利 益  818,883

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 1,263  

安 全 協 力 会 費 収 受 金 10,520  

損 害 賠 償 金 5,201  

そ の 他 6,200 23,186

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 88,159  

融 資 手 数 料 23,161  

そ の 他 8,868 120,189

経 常 利 益  721,880

特 別 利 益   

役員賞与引当金戻入益 4,810 4,810

特 別 損 失   

完 成 工 事 補 償 損 140,337  

完成工事補償引当金繰入額 283,525  

販 売 用 不 動 産 評 価 損 116,743  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 39,999 580,606

税 引 前 当 期 純 利 益  146,084

法人税、住民税及び事業税  153,595

法 人 税 等 調 整 額  △62,175

当 期 純 利 益  54,663

－ 17 －



2008/12/18 19:34:47 ／ 08520727_ファースト住建株式会社_招集

株主資本等変動計算書

（平成19年11月１日から
平成20年10月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計繰越

利益

剰余金

平成19年10月31日
残高

1,584,000 1,338,350 1,338,350 5,400 10,676,972 10,682,372 △674 13,604,047 13,604,047

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △202,795 △202,795 － △202,795 △202,795

剰余金の配当
(中間配当額)

－ － － － △168,996 △168,996 － △168,996 △168,996

当期純利益 － － － － 54,663 54,663 － 54,663 54,663

事業年度中の変動額
合計

－ － － － △317,128 △317,128 － △317,128 △317,128

平成20年10月31日
残高

1,584,000 1,338,350 1,338,350 5,400 10,359,844 10,365,244 △674 13,286,919 13,286,919

－ 18 －
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（個別注記表）

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 資産の評価基準および評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のないもの････････････････移動平均法による原価法

（追加情報）

　当事業年度において、投資有価証券について39百万円（その他有価証券で時価

評価されていない株式39百万円）減損処理を行っております。

　なお、減損処理にあたっては期末における実質時価が取得原価に比べ50％以上

下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％下落した場合には、当該株式

発行会社の業績推移等を考慮したうえで、概ね１年以内に実質時価の回復が認め

られないと判断したものについて減損処理を行うこととしております。

②　たな卸資産

　販売用不動産、仕掛販売用不動産

および未成工事支出金･･････････個別法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

建物（建物附属設備を除く。）･･定額法

その他････････････････････････定率法

　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３年～42年

構築物 ３年～40年

車両運搬具 ２年～６年

工具器具備品 ２年～10年

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

　なお、これによる営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響は軽微

であります。

②　無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）･･････社内における見込利用期間（５年）に基づく

定額法
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(4) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上することとしております。

②　賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度におい

て負担すべき額を計上しております。

（追加情報）

　当社では、従来、従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給確定額を

「未払費用」として計上しておりましたが、当事業年度から、決算の早期化を目

的として、賞与支給見込額により「賞与引当金」として計上しております。

③　役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当事業年度にお

いて負担すべき額を計上しております。

④　完成工事補償引当金

建築物の引渡後の瑕疵による損失および補償サービス費用を補填するため、過去の

分譲建物に係る補修費等の実績ならびに第三者からの見積等を基準として将来の補償

見込額を計上しております。

（追加情報）

　当社は、従来まで建物の引渡後の瑕疵による損失および補償サービス費用につ

いては発生事業年度に費用を計上しておりましたが、過年度の実績から合理的に

将来の補償見込額を算定することが可能となったことから、当事業年度より将来

の保証見込額を「完成工事補償引当金」として計上しております。

　なお、当事業年度につきましては、過去の補修費等の実績に基づいて算定した

見積額3,521千円を販売費及び一般管理費に、当社が販売した２階建て戸建分譲住

宅の設計における強度不足の発生に係わる費用の見積額283,525千円を特別損失に、

それぞれ計上しております。

⑤　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針（中間報告）（日

本公認会計士協会　会計制度委員会報告第13号）に定める簡便法（期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法）により計算した当事業年度末の退職給付債務に基づ

き計上しております。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

－ 20 －
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(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。控除対象外消費税等は、固定資産に係るものは投資

その他の資産の「その他」に計上し５年間の均等償却を行っており、それ以外は発

生年度の期間費用としております。

２．表示方法の変更

（貸借対照表）

　前事業年度末まで区分掲記しておりました「投資有価証券」（当事業年度末残

高０千円）は重要性が乏しくなったため、投資その他の資産の「その他」に含め

て表示することにしました。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

　現金及び預金 1,600,000千円

　販売用不動産 828,092千円

　仕掛販売用不動産 1,578,489千円

　建物 84,788千円

　土地 589,897千円

　　計 4,681,267千円

上記資産は、短期借入金4,472,000千円、１年内に返済予定の長期借入金100,400千

円ならびに長期借入金347,700千円の担保に供しております。

(2) 偶発債務

　　当社販売物件の設計における強度不足の発生について

　当社では、当社が販売した木造２階建て戸建住宅の一部に設計の誤りがあり、壁量

が建築基準法で定める基準に満たず強度が不足している物件があることが判明したこ

とを受け、これら強度不足が判明した物件に対して売主としての瑕疵担保責任を全う

し、住宅の安全を確保するために、現在補修工事を順次実施しております。

　補修工事を実施する際などに建物の安全性を確認するため、今後必要に応じて現地

調査等を実施する方針としたことから、当事業年度において新たに補修工事費用の増

加額および当該調査費用を、「完成工事補償引当金繰入額」として特別損失に計上い

たしております。

　補修工事、現地調査等を実施するにあたり、現時点で発生したものおよび算定可能

な費用は織り込んでおりますが、今後調査が進展した場合や安全性を確認するために

追加的な手続を実施した場合等には当該調査および補修工事による費用が発生する可

能性があります。
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４．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

普通株式(株) 16,900,000 － － 16,900,000

(2) 自己株式の数に関する事項

株式の種類
前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

普通株式(株) 363 － － 363

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

イ．平成19年12月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 202,795千円

・１株当たり配当金額 12円00銭

・基準日 平成19年10月31日

・効力発生日 平成20年１月15日

ロ．平成20年６月13日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 168,997千円

・１株当たり配当金額 10円00銭

・基準日 平成20年４月30日

・効力発生日 平成20年７月22日

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

平成20年12月12日開催の取締役会において、当事業年度期末配当金に関し、次のと

おり決議いたしました。

・配当金の総額 101,397千円

・１株当たり配当金額 ６円00銭

・基準日 平成20年10月31日

・効力発生日 平成20年１月13日

(4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

平成16年１月29日第５回定時株主総会決議分

目的となる株式の種類 普通株式

目的となる株式の数 72,000株

新株予約権の残高 720個

(注) 権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。
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５．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

（流動資産）

　完成工事補償引当金 116,799千円

　販売用不動産評価損 47,502千円

　未払事業税否認 2,671千円

　未払費用否認 25,809千円

　その他 2,003千円

　　合計 194,786千円

（固定資産）

　退職給付引当金 17,541千円

　投資有価証券評価損 39,999千円

　その他 10千円

　　小計 57,552千円

　評価性引当額 △39,999千円

　　合計 17,551千円

繰延税金資産計 212,338千円

６．リースにより使用する固定資産に関する注記

内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリース取引のため、「リース取

引の会計処理及び開示に関する実務指針」（日本公認会計士協会　会計制度委員会　平成

６年１月18日）六.１(1)②の規定により記載を省略しております。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 786円23銭

(2) １株当たり当期純利益  ３円23銭

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

－ 23 －
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成20年12月26日

フ ァ ー ス ト 住 建 株 式 会 社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 齋 藤 博 道 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 柳 　 年 哉 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 黒 一 裕 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ファースト住

建株式会社の平成19年11月１日から平成20年10月31日までの第10期事業年度の

計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその

附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計

算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細

書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。

監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方

法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及

びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の

結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附

属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成19年11月１日から平成20年10月31日までの第10期事業年度の取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと

おり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室、その他

の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その

他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状

況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第

１項及び第３項に定める体制について、その取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて

いる当該体制（内部統制システム）の内容を検証いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年

度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、

これらに基づき当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

　なお、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」として会社計

算規則第159条各号に掲げる事項を適切に整備している旨の報告を受けました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。

二　取締役の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら

れません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する取締役の職務遂行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成20年12月27日

ファースト住建株式会社　監査役会

常勤監査役 藤 本 智 章 

監　査　役 田 村 一 美 

監　査　役 水 永 誠 二 

（注）監査役　田村一美、監査役　水永誠二は、社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

（1）「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する

法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号。以下「決済合理

化法」という。）が平成21年１月５日に施行され、株券電子化に一斉移

行されたことに伴い、現行定款を以下のとおり変更するものであります。

①株式等に係る株券はすべて廃止されたことから、現行定款第７条（株

券の発行）につきまして削除を行うとともに、現行定款第８条および

９条ならびに第10条につきまして不要となる用語の削除等を行うもの

であります。

②会社法第221条の規定により決済合理化法施行日の翌日から起算して１

年を経過する日まで株券喪失登録簿を作成し備え置く必要があること

から附則を新設するものであります。

（2）その他、条数の繰り上げおよび字句等の整備を行うものであります。

２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

現行定款 変更案

（株券の発行） 　　　　　　　（削　除）

第７条　当会社は株式に係る株券を発行す

る。

　　　　　　　（削　除）

　　②　前項の規定にかかわらず、当会社

は単元未満株式に係る株券を発行

しないことができる。

　　　　　　　（削　除）

－ 26 －
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現行定款 変更案

（単元未満株式についての権利の制限） （単元未満株式についての権利の制限）

第８条　当会社の株主（実質株主を含む。

以下同じ。）は、その有する単元

未満株式について、次に掲げる権

利以外の権利を行使することがで

きない。

第７条　当会社の株主は、その有する単元

未満株式について、次に掲げる権

利以外の権利を行使することがで

きない。

１．会社法第189条第２項各号に掲げ

る権利

１．　（現行どおり）

２．取得請求権付株式の取得を請求

する権利

２．　（現行どおり） 

３．募集株式または募集新株予約権

の割当てを受ける権利 

３．　（現行どおり）  

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人）

第９条　当会社は、株主名簿管理人を置く。第８条　　　（現行どおり）

　　②　株主名簿管理人およびその事務取

扱場所は、取締役会の決議により

選定し、公告する。

　　②　　　（現行どおり）

　　③　当会社の株主名簿（実質株主名簿

を含む。以下同じ。）、株券喪失

登録簿および新株予約権原簿は、

株主名簿管理人の事務取扱場所に

備え置き、株主名簿、株券喪失登

録簿および新株予約権原簿への記

載または記録、単元未満株式の買

取りその他株式並びに新株予約権

に関する事務は株主名簿管理人に

取扱わせ、当会社においては取扱

わない。

　　　　　　　（削　除）
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現行定款 変更案

（株式取扱規程） （株式取扱規程）

第10条　当会社が発行する株券の種類並び

に株主名簿、株券喪失登録簿およ

び新株予約権原簿への記載または

記録、単元未満株式の買取り、そ

の他株式または新株予約権に関す

る取扱いおよび手数料は、法令ま

たは定款に定めるもののほか、取

締役会において定める株式取扱規

程による。

第９条　株主名簿および新株予約権原簿へ

の記載または記録、単元未満株式

の買取り、その他株式または新株

予約権に関する取扱いおよび手数

料、株主の権利行使に際しての手

続き等については、法令または定

款に定めるもののほか、取締役会

において定める株式取扱規程によ

る。

第11条～第47条　＜条文省略＞ 第10条～第46条（現行どおり）

  　　　　　　　附　　　則

　　　　　　　（新　設） 第１条　当会社の株券喪失登録簿は、株主

名簿管理人の事務取扱場所に備え

置き、株券喪失登録簿への記載ま

たは記録に関する事務は株主名簿

管理人に取扱わせ、当会社におい

ては取扱わない。

　　　　　　　（新　設） 第２条　当会社の株券喪失登録簿への記載

または記録は、法令または定款に

定めるもののほか、取締役会にお

いて定める株式取扱規程による。

　　　　　　　（新　設） 第３条　本附則第1条から本条までの規定

は、平成22年1月6日をもってこれ

を削除する。

－ 28 －



2008/12/18 19:34:47 ／ 08520727_ファースト住建株式会社_招集

第２号議案　取締役４名選任の件

　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、

取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生  年  月  日）

略歴、当社における地位、担当
（ 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

１
中 島 雄 司

（昭和32年６月８日生）

昭和60年４月 飯田建設工業株式会社

（現 一建設株式会社）入

社

平成11年７月 当社取締役就任

平成12年３月 当社代表取締役就任

平成12年10月 当社代表取締役社長就任

（現在に至る）

5,119,000株

２
牛 島 慎 吾

（昭和36年７月４日生）

平成６年９月 株式会社ライフ住宅入社

平成12年10月 当社入社

平成13年８月 当社取締役企画営業部長

就任

平成17年11月 当社取締役開発事業部長

就任

平成19年11月 当社取締役本社事業部長

就任

平成20年８月 当社取締役企画営業部長

就任

（現在に至る）

300,000株

３
伊 木 雅 則

（昭和36年４月20日生）

平成10年４月 医療法人社団愛明会私立

二見病院入社

平成12年８月 当社入社

平成13年２月 当社財務部（現 管理部）

課長

平成18年２月 当社管理部次長

平成19年12月 当社管理部長

平成20年１月 当社取締役管理部長就任

（現在に至る）

8,600株

４
松 宮 　 巧

（昭和29年３月21日生）

昭和52年４月 関電興業株式会社入社

昭和60年４月 たくみ建築設計事務所

（現 株式会社匠）設立　

所長（現 代表取締役）

（現在に至る）

－株
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(注)１．取締役候補者松宮巧氏は、株式会社匠の代表取締役を兼務しておりますが、各候

補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　２．松富巧氏は社外取締役候補者であります。

　　３．松富巧氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。

　　　　同氏は、株式会社匠の経営に長年にわたって携わられ、設計ならびに建築に関す

る高度な知識と経験を有しており、当社の設計、建築業務について管理体制およ

びコンプライアンスの充実に向けた専門家としての高度なアドバイスを期待して

おります。

－ 30 －
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第３号議案　監査役２名選任の件

　監査役藤本智章、田村一美の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了と

なりますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生  年  月  日）

略歴、当社における地位、担当
（ 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

１
藤 本 智 章

(昭和38年12月26日生)

平成９年３月 大杉勝税理士事務所入所

平成13年11月 当社入社

平成14年１月 当社監査役就任

（現在に至る）

10,000株

２
田 村 一 美

(昭和24年７月27日生)

昭和61年４月 瑞穂監査法人入所

平成３年１月 田村一美公認会計士事務

所（現 田村一美会計事務

所）開設　所長（現任）

平成14年７月 当社監査役就任（現任）

平成18年７月 神明監査法人代表社員就

任（現任）

（現在に至る）

－株

（注）１．両候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．田村一美氏は、社外監査役候補者であります。

３．田村一美氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。

田村一美氏は、公認会計士の資格を持ち、特に当社の会計監査体制の充実に向

けた専門家としての高度なアドバイスを期待しております。なお、同氏は会社

経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、

その職務を適正に遂行できるものと判断しております。

４．田村一美氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在

任期間は、本総会終結の時をもって７年６ヶ月となります。

５．田村一美氏は、現在、当社の社外監査役であり、当社は同氏との間で会社法第

427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定

める額としております。同氏の再任が承認された場合は、同氏と同内容の責任

限定契約を継続する予定であります。

以　上
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